
集合住宅・事業所等ＬＥＤ照明設置費補助金 

～申請用写真の注意事項～ 
 

★交換前後が明瞭に分かる写真をご提出ください。 
・ 申請対象となる箇所全ての写真を、ご提出ください。 
・ 写真例や注意事項をご確認ください。 

 

★写真のサイズは小さくし過ぎないように作成してください。 
・ サイズを変更する場合は、Ａ４サイズに８枚程度（概ね７センチ四方程度）を目安に 

作成してください。 
・ 写真はコピー用紙等に印刷したもので構いません。 
・ 写真が不明瞭で確認が難しい場合は、再提出をお願いする場合がございます。 

 

★省略や、同じ写真のコピーはしないでください。 
 
★「電球交換のみ」は対象外です。 

・ 工事を伴う交換のみ補助対象です。 
 

★電球交換に工事が伴う場合は工事中の写真が必要です。 
・ ソケット部分など見えない部分の工事を伴う場合は対象となります。 

この場合は、工事中の写真をご提出ください。 
 

★写真の撮り忘れは、補助対象外です。 
 

★写真それぞれに平面図及び交換ランプ一覧表と同じ番号を付して
ください。 

・ 同じ照明器具を複数設置する場合は、枝番で記載してください。 
（「交換ランプ一覧表（第２号様式）」の№1 が複数ある場合、「1-1」「1-2」と記載） 

・ 平面図にも同様の番号を記載してください。 
・ 完了報告時にご提出いただく、「4 設置工事後の完成カラー写真」にも同様に番号を 

付けてください。 
 

 

 

 

 

 

※   工事完了後の審査において、申請時（工事前）の書類についてお伺い

することがございますので、申請時の書類の控えは 必ずお手元にお持

ちください。 

 



～申請用写真の例及び注意事項～ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

工事前写真 

１．直管型蛍光灯を直管型 LED照明に交換する場合 

 

★ＬＥＤへの交換及び設置箇所を、工事前と工事後の写

真及び平面図を見比べてチェックしています。 

背景や写り込んでいるモノ
．．

が前後で明らかに異なり、

同じ箇所と認められない場合は、補助対象外になる場

合があります。 

★蛍光灯の口金部分がはっきりわかるように撮影してください。

口金に防水カバーがついている場合は、防水カバーをずらし 

 口金が確認できる状態で撮影してください。 

★写真が小さいと口金部分の確認ができず、再提出をお願いする

場合があります。 

★蛍光灯の確認ができるよう、可能な限り消灯した状態で撮影し

てください。 

 

工事後写真 



《注意》✖受付できない写真 

１．照明の発光で器具が不明瞭となっている写真 

 

 

 

 

２．写真が１枚の中に多数撮影されている照明器具の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．小さい写真、ぼやけている写真 

 

 

 

 

 

４．同じ写真をコピーしている例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 

１－３ 

１－１ 

１－４ １－５ 

消灯するか、他のライト

を当てるなど照明器具

が見えるように撮影し

てください。 

この写真では、それぞれの正確な番号が

分かりません。写真はコピーせず、1
．
箇所
．．

ずつ
．．

可能な限り近距離又はズームをして

撮影してください。 

☆写真のサイズを小さくし過ぎると、口金

部分が確認できなくなります。写真は、

A４サイズに８枚（概ね７センチ四方）程

度を目安に作成してください。 

１箇所ずつアップで撮影し、平

面図と照合できるよう番号を付

してください。 

交換ランプ表の番号で記載して

いただくとわかりやすいです。 



 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

★照明器具本体や口金にカバーがついている場合 
 

工事着手前に必ずカバーを外した状態の写真を撮影してください。

口金部分に防水カバーがついている箇所についても、口金部分が確認でき

る写真又は交換前の照明の型番が確認できる写真のご提出が必要です。（同

じ照明器具を複数設置する場合は、カバーを外した状態の写真は同じ器具

につき1箇所のみで構いません。）  

工事前写真 工事前カバーなし写真 

① －１ ① －１ 

２．照明器具全体を交換する場合 

 

カバーを外した写真が  

必要です！！ 



 

 

 

★カバーがある場合は、カバーを外した状態での工事前・後の写真が必要です。 

★ソケット部分の交換工事や配線工事は、工事中の写真も提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※電球交換のみ
．．

の場合は、補助対象外です。 

 

 

① 工事前写真 ② 工事前のカバーを外した写真 

⑤ 工事後のカバーを外した写真 

３．電球交換に工事が伴う場合 

 

②・③・⑤の写真が提出できない場

合は、補助対象外となります。 

③ 工事中の配線やソケット部分の写真 

④ 工事後写真 


